
幌
延
町
認
定
こ
ど
も
園

○
幼
稚
園
機
能
（
１
号
認
定
３
～
５
歳

児
）・
定
員　
15
名

・
対
象　
保
護
者
の
就
労
に
関
わ
ら
ず
、

３
歳
以
上
（
令
和
２
年
４
月
１
日
時

点
）
の
お
子
さ
ん
で
、
幼
児
教
育
を

希
望
す
る
方

・
教
育
標
準
時
間　
９
時
～
1３
時

　
（
登
園
8
時
３０
分
～
、
降
園
給
食
後
）

○
保
育
園
機
能
（
2
号
・
3
号
認
定
０

～
５
歳
児
）
定
員
7０
名

・
対
象
「
保
育
を
必
要
と
す
る
事
由
」

に
該
当
す
る
家
庭
の
お
子
さ
ん
（
２

号
・
３
号
認
定
）

（
１
）
就
労

（
２
）
妊
娠
・
出
産

（
３
）
保
護
者
の
疾
病
、
障
が
い

（
４
）
同
居
又
は
長
期
入
院
等
し
て
い

る
親
族
の
介
護
・
看
護
（
兄
弟
姉

妹
の
小
児
慢
性
疾
患
に
伴
う
看
護

な
ど
、
同
居
又
は
長
期
入
院
・
入

所
し
て
い
る
親
族
の
常
時
の
介
護
、

看
護
）

（
５
）
災
害
復
旧

（
６
）
求
職
活
動
（
起
業
準
備
を
含
む
）

（
７
）
就
学
（
職
業
訓
練
等
に
お
け
る

職
業
訓
練
を
含
む
）

（
８
）
虐
待
や
Ｄ
Ｖ
の
お
そ
れ
が
あ
る

（
９
）
育
児
休
業
取
得
時
に
、
既
に
保

育
を
利
用
し
て
い
る
子
ど
も
が
い

て
継
続
利
用
が
必
要
で
あ
る
。

（
1０
）
そ
の
他
、（
１
）～（
９
）
に
類

す
る
状
態
と
し
て
幌
延
町
が
認
め

る
場
合

　
○
保
育
時
間

保
育
標
準
時
間
認
定

　
７
時
３０
分
～
18
時
３０
分
（
保
護
者
の

就
労
に
よ
り
、
最
大
11
時
間
利
用
可

能
）

保
育
短
時
間
認
定

　
８
時
15
分
～
16
時
15
分
（
保
護
者
の

就
労
に
よ
り
、
最
大
８
時
間
利
用
可

能
）

　
休
園
日
は
幼
稚
園
・
保
育
園
機
能
と

も
に
、
土
曜
・
日
曜
、
国
民
の
祝
日
、

年
末
年
始

●
入
園
ま
で
の
流
れ

（
１
）「
施
設
型
給
付
費
・
地
域
型
給
付

費
等
教
育
・
保
育
給
付
認
定
（
教
育

・
保
育
給
付
認
定
変
更
）
申
請
書
兼

現
況
届
出
書
」
に
就
労
な
ど
の
証
明

書
（
保
育
を
必
要
と
す
る
事
由
を
証

明
す
る
も
の
）
を
添
え
て
、
こ
ど
も

園
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
様
式
は

こ
ど
も
園
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
は
、

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
Ｐ
Ｄ
Ｆ
「
教

育
・
保
育
給
付
認
定
申
請
書
兼
現
況

届
出
書
」
を
印
刷
し
て
ご
使
用
く
だ

さ
い
。

（
２
）
保
育
の
必
要
性
や
必
要
量
の
審

査
、
利
用
者
負
担
額
（
保
育
料
）
の

算
定
後
、
保
護
者
へ「
支
給
認
定
証
」

が
交
付
さ
れ
ま
す
。
併
せ
て
利
用
者

負
担
額
、
入
園
承
諾
書
等
が
通
知
さ

れ
ま
す
。（
３
月
下
旬
予
定
）

（
３
）
４
月
の
入
園
ま
で
に
、
口
座
振

替
の
手
続
き
や
入
園
の
し
お
り
を
見

て
園
生
活
に
必
要
な
物
を
揃
え
て
く

だ
さ
い
。

●
利
用
者
負
担
額
に
つ
い
て

（
１
）
3
歳
～
5
歳
の
保
育
料
は
令
和

元
年
10
月
か
ら
無
償
化
さ
れ
て
い
ま

す
。
た
だ
し
、
実
費
徴
収
と
し
て
、

給
食
費
（
月
額
主
食
８
０
０
円
・
副

食
４
，
１
０
０
円
）
教
材
費
（
月
額

１
，
１
４
０
円
）
の
保
護
者
負
担
金

が
あ
り
ま
す
。
町
民
税
非
課
税
世
帯
、

ひ
と
り
親
等
世
帯
に
つ
き
ま
し
て
は
、

申
請
に
よ
り
免
除
さ
れ
ま
す
。

（
２
）
3
歳
未
満
児
の
保
育
料
は
表
１

の
利
用
者
負
担
額
徴
収
基
準
額
表
の

と
お
り
で
す
。

（
３
）
時
間
外
保
育
（
延
長
保
育
）
、

一
時
預
か
り
保
育
の
特
別
保
育
料
金

　
認
定
こ
ど
も
園
・
問
寒
別
へ
き
地

保
育
所
は
、
令
和
２
年
度
の
入
園

児
を
令
和
２
年
2
月
3
日
～
28
日

の
期
間
で
募
集
し
ま
す
。

利用者負担額徴収基準額表（保育3号認定）

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

3歳未満児
（3号給付）

徴収基準額
（月額）円

階層区分 定　　　　　　　　　　義 保　育
標準時間

保　育
短時間

Ａ 生活保護世帯 　 ０ ０

Ｂ

Ａ 階 層 を 除
き、当該年度
分（４月から
8月までにあ
っては、前年
度分。以下同
じ）の町民税
非課税世帯

ひとり親世帯等 ０ ０

ひとり親世帯等以外の世帯 ０ ０

Ｃ

1

Ａ 階 層 を 除
き、当該年度
分の町民税課
税 世 帯 の う
ち、調整後所
得割課税額が
次の区分に該
当するもの

48,6００円
未満

ひとり親世帯等 5,３5０ 5,29０

ひとり親世帯等以
外の世帯 11,7００ 11,58０

2

48,6００円
以上

97,０００円
未満

ひとり親世帯等で
所得割課税額
77,1０1円未満

5,4００ 5,4００

上記以外の世帯 18,０００ 17,76０

3 97,０００円以上169,０００円未満 26,7００ 26,３4０

４ 169,０００円以上３０1,０００円未満 ３6,6００ ３6,０6０

5 ３０1,０００円以上 48,０００ 47,28０

・C 1階層～ C 3階層までの第2子以降は第1子の年齢に関わらず0
円、C ４階層～ C 5階層はこども園を同時に利用する最年長から順
に第2子は半額、第3子以降は0円

令
和
２
年
度　
園
児
募
集
に
つ
い
て

表１
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